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Ⅰ 趣旨 

 

 本計画は、食品衛生法に基づき、市の特性を踏まえて毎年度策定するもので、

令和６年度は、この計画に基づいて、食品衛生に関する監視指導を効果的かつ効

率的に行い、食品の安全性を確保します。 

 

 食品の安全性確保は、行政、食品等事業者（以下、「事業者」という。）及び消

費者が、それぞれの責務や役割を果たすことにより成り立っています。それぞれ

の責務や役割を踏まえて、事業者に対する監視指導、事業者における自主管理の

促進、市民との食品の安全性確保に関する意見交換及び情報提供（リスクコミュ

ニケーション）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食品の選択 

安全な食品の提供 

安全確保のための情報提供 

食品等事業者の責務 

・食品の安全確保 

 衛生管理・自主検査・記録 

・食品の安全情報の提供 

・健康被害発生時の報告 

消費者の役割 

・食品衛生に関する理解と知

識を深め、自らの食生活に

役立てる。 

 

情報提供 意見、提案 監視、指導 

情報提供 
報告、意見 

松本市の責務 

・食品関係施設に対する監視指導の実施 ・食品の抜取検査による違反食品の発見、排除 

・消費者や食品等事業者との意見交換の実施 ・消費者や食品等事業者への情報提供 




